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(57)【要約】
【課題】摩耗防止性の維持と、低リン低硫黄化を両立させた潤滑油組成物を提供する。
【解決手段】潤滑油基油に、（Ａ）１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金属サリ
チレート、１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金属スルホネートまたはこれらの
混合物から選ばれる、塩基価１００～５００ｍｇＫＯＨ／ｇを有する過塩基性金属系清浄
剤を、組成物全量基準において、金属分換算で０．０３～０．３５質量％、（Ｂ）重量平
均分子量５，０００～１，０００，０００の分散型粘度指数向上剤を、組成物全量に対し
て、窒素元素換算で０．００２～０．１質量％、含有してなる潤滑油組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　潤滑油基油に、（Ａ）１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金属サリチレート、
１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金属スルホネートまたはこれらの混合物から
選ばれる、塩基価１００～５００ｍｇＫＯＨ／ｇを有する過塩基性金属系清浄剤を、組成
物全量基準において、金属分換算で０．０３～０．３５質量％、（Ｂ）重量平均分子量５
，０００～１，０００，０００の分散型粘度指数向上剤を、組成物全量基準において、窒
素元素換算で０．００２～０．１質量％、含有してなる潤滑油組成物。
【請求項２】
　前記（Ｂ）分散型粘度指数向上剤がポリメタクリレートであることを特徴とする請求項
１に記載の潤滑油組成物。
【請求項３】
　潤滑油基油に、（Ａ）１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金属サリチレート、
１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金属スルホネートまたはこれらの混合物から
選ばれる、塩基価１００～５００ｍｇＫＯＨ／ｇを有する過塩基性金属系清浄剤を、組成
物全量基準において、金属分換算で０．０３～０．３５質量％、（Ｂ）重量平均分子量５
，０００～１，０００，０００の分散型粘度指数向上剤を、組成物全量基準において、窒
素元素換算で０．００２～０．１質量％、含有してなる潤滑油組成物を摺動面に用いるこ
とを特徴とする摺動面摩耗低減方法。
【請求項４】
　前記（Ｂ）分散型粘度指数向上剤がポリメタクリレートであることを特徴とする請求項
３に記載の摺動面摩耗低減方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は潤滑油組成物に関する。詳細には、低リン低硫黄化と摩耗防止性の維持とを両
立させた潤滑油組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内燃機関や自動変速機、グリースなどには、その作用を円滑にするために潤
滑油が用いられる。これらの用途における潤滑油には、機器の高性能化、高出力化、運転
条件の苛酷化、省燃費性、排気ガス後処理装置への影響低減など、高度な性能が要求され
るようになってきている。
　従来の潤滑油においては、上述の要求性能を満たすため、摩耗防止剤、金属系清浄剤、
無灰分散剤、酸化防止剤などの種々の添加剤が配合されている。中でもジアルキルジチオ
リン酸亜鉛(ＺｎＤＴＰ)は、摩耗防止剤または酸化防止剤としての機能を有するため、各
種潤滑油には不可欠の添加剤として使用されている（例えば、特許文献１を参照。）。ま
たＺｎＤＴＰは分散剤として使用されるコハク酸イミドと相互作用を起こして、摩耗防止
性が低下することが知られている（例えば、非特許文献１を参照。）。
　最近では、特に内燃機関用潤滑油で、排気ガス後処理装置への悪影響を低減するために
、ＺｎＤＴＰに起因するリンや硫黄の含有量を低減させることが強く求められている。し
かし、ただ単にＺｎＤＴＰの含有量を低減させると、摩耗防止性が低下するため、ＺｎＤ
ＴＰの量を低減させた場合に、従来レベルの摩耗防止性を維持するための数々の方策が提
案されているが、いまだ決定的な回答は見出されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－３０２３７８号公報
【非特許文献】
【０００４】
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【非特許文献１】“The Effects of Engine Oil Additive on Valve Train Wear”, Lubr
ication Science, 1-4, (1), 366 (1987).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、摩耗防止性を維持しなが
ら、ＺｎＤＴＰ含有量の低減、すなわち低リン低硫黄化を両立した潤滑油組成物を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、特定の過塩基性金属系清浄
剤と分散型粘度指数向上剤を組み合わせた潤滑油組成物が、低リン低硫黄であっても十分
な摩耗防止性を発揮しうることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は、潤滑油基油に、（Ａ）１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土
類金属サリチレート、１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金属スルホネートまた
はこれらの混合物から選ばれる、塩基価１００～５００ｍｇＫＯＨ／ｇを有する過塩基性
金属系清浄剤を、組成物全量基準において、金属元素換算で０．０３～０．３５質量％、
（Ｂ）重量平均分子量５，０００～１，０００，０００の分散型粘度指数向上剤を、組成
物全量基準において、窒素元素換算で０．００２～０．１質量％、含有してなる潤滑油組
成物である。
【０００８】
　また、本発明は、前記（Ｂ）分散型粘度指数向上剤がポリメタクリレートであることを
特徴とする前記記載の潤滑油組成物である。
【０００９】
　また、本発明は、潤滑油基油に、（Ａ）１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金
属サリチレート、１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類金属スルホネートまたはこ
れらの混合物から選ばれる、塩基価１００～５００ｍｇＫＯＨ／ｇを有する過塩基性金属
系清浄剤を、組成物全量基準において、金属元素換算で０．０３～０．３５質量％、（Ｂ
）重量平均分子量５，０００～１，０００，０００の分散型粘度指数向上剤を、組成物全
量基準において、窒素元素換算で０．００２～０．１質量％、含有してなる潤滑油組成物
を摺動面に用いることを特徴とする摺動面摩耗低減方法である。
【００１０】
　また、本発明は、前記（Ｂ）分散型粘度指数向上剤がポリメタクリレートであることを
特徴とする前記記載の摺動面摩耗低減方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、摩耗防止性を維持しながら、低リン低硫黄化された潤滑油組成物が提供
される。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について説明する。
【００１３】
　本発明の潤滑油組成物に含まれる潤滑油基油としては特に制限されず、通常の潤滑油に
使用されるものが使用できる。具体的には、鉱油系潤滑油基油、合成油系潤滑油基油また
はこれらの中から選ばれる２種以上の潤滑油基油を任意の割合で混合した混合物等が使用
できる。
【００１４】
　鉱油系潤滑油基油としては、具体的には、原油を常圧蒸留して得られる常圧残油を減圧
蒸留して得られた潤滑油留分を、溶剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、水素
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化精製等の処理を１つ以上行って精製したもの、あるいはワックス異性化鉱油、ＧＴＬワ
ックス（ガストゥリキッドワックス）を異性化する手法で製造される基油等が例示できる
。
【００１５】
　合成油系潤滑油としては、具体的には、ポリブテンまたはその水素化物；１－オクテン
オリゴマー、１－デセンオリゴマー等のポリ－α－オレフィンまたはその水素化物；ジト
リデシルグルタレート、ジ－２－エチルヘキシルアジペート、ジイソデシルアジペート、
ジトリデシルアジペート、ジ－２－エチルヘキシルセバケート等のジエステル；トリメチ
ロールプロパンカプリレート、トリメチロールプロパンペラルゴネート、ペンタエリスリ
トール－２－エチルヘキサノエート、ペンタエリスリトールペラルゴネート等のポリオー
ルエステル；アルキルナフタレン、アルキルベンゼン等の芳香族系合成油またはこれらの
混合物等が例示できる。
【００１６】
　潤滑油基油の動粘度は特に制限されないが、潤滑油基油の１００℃における動粘度は、
好ましくは５０ｍｍ２／ｓ以下、より好ましくは４０ｍｍ２／ｓ以下、更に好ましくは２
０ｍｍ２／ｓ以下、特に好ましくは１０ｍｍ２／ｓ以下である。潤滑油基油の１００℃に
おける動粘度が５０ｍｍ２／ｓを超えると、低温粘度特性が不十分となる傾向にある。ま
た、潤滑油基油の１００℃における動粘度は、好ましくは１ｍｍ２／ｓ以上、より好まし
くは２ｍｍ２／ｓ以上である。潤滑油基油の１００℃における動粘度が１ｍｍ２／ｓ未満
の場合には、潤滑部位における油膜形成が不十分となって潤滑性が低下する傾向にあり、
また、潤滑油基油の蒸発損失量が増加する傾向にある。ここでいう１００℃における動粘
度とは、ＪＩＳ　Ｋ　２２８３に規定される１００℃での動粘度を示す。
【００１７】
　また、潤滑油基油の粘度指数は特に制限されないが、低温粘度特性の観点から、８０以
上であることが好ましい。また、低温から高温までの幅広い温度領域において優れた粘度
特性が得られる観点から、潤滑油基油の粘度指数は１００以上であることがより好ましく
、１１０以上であることが更に好ましく、１２０以上であることが特に好ましい。
【００１８】
　また、潤滑油基油の硫黄含有量は特に制限されないが、０．１質量％以下であることが
好ましく、０．０１質量％以下であることがより好ましく、０．００５質量％以下である
ことがさらに好ましく、実質的に含有しない（０．００１質量％以下）ものが特に好まし
い。なお、本発明でいう硫黄含有量とは、ＪＩＳ　Ｋ　２５４１－４「放射線式励起法」
（通常、０．０１～５質量％の範囲）またはＪＩＳ　Ｋ　２５４１－５「ボンベ式質量法
、附属書（規定）、誘導結合プラズマ発光法」（通常、０．０５質量％以上）に準拠して
測定された値を意味する。
【００１９】
　また、潤滑油基油の全芳香族含有量は特に制限されないが、好ましくは３０質量％以下
、より好ましくは１５質量％以下、さらに好ましくは５質量％以下、特に好ましくは２質
量％以下である。潤滑油基油の全芳香族含有量が３０質量％を超えると、酸化安定性が不
十分となる傾向にある。なお、本発明でいう全芳香族含有量とは、ＡＳＴＭＤ２５４９に
準拠して測定した芳香族留分（ａｒｏｍａｔｉｃ ｆｒａｃｔｉｏｎ）含有量を意味する
。通常この芳香族留分には、アルキルベンゼン、アルキルナフタレンの他、アントラセン
、フェナントレン、及びこれらのアルキル化物、ベンゼン環が四環以上縮合した化合物、
またはピリジン類、キノリン類、フェノール類、ナフトール類等のヘテロ芳香族を有する
化合物等が含まれる。
【００２０】
　本発明の潤滑油組成物においては、（Ａ）１種以上のアルカリ金属またはアルカリ土類
金属サリチレート、アルカリ金属またはアルカリ土類金属スルホネートまたはこれらの混
合物から選ばれる、塩基価１００～５００ｍｇＫＯＨ／ｇを有する過塩基性金属系清浄剤
（以後、金属系清浄剤という。）を必須成分として含有する。これらの中では、摺動面摩
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耗防止性に優れる点から、サリチレート系金属清浄剤が好ましい。なおフェネート系金属
清浄剤については摺動面摩耗防止効果が認められない。
【００２１】
　サリチレート系清浄剤としては、炭素数１～４０の炭化水素基を１つ又はそれ以上有す
るアルカリ金属又はアルカリ土類金属サリチレートの過塩基性塩（これら炭化水素基は同
一でも異なっていても良い）等が挙げられる。これらの中では、低温流動性に優れる点で
、炭素数８～１９の炭化水素基を１つ有するアルカリ金属又はアルカリ土類金属サリチレ
ートの過塩基性塩を用いることが望ましい。また、アルカリ金属又はアルカリ土類金属と
しては、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、バリウム、カルシウム等が挙げられ、マ
グネシウム及び／又はカルシウムが好ましく、カルシウムが特に好ましく用いられる。
【００２２】
　スルホネート系清浄剤としては、分子量３００以上、好ましくは４００～７００のアル
キル芳香族化合物をスルホン化することによって得られるアルキル芳香族スルホン酸のア
ルカリ金属又はアルカリ土類金属過塩基性塩を用いることができる。また、アルカリ金属
又はアルカリ土類金属としては、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、バリウム、カル
シウム等が挙げられ、マグネシウム及び／又はカルシウムが好ましく、カルシウムが特に
好ましく用いられる。
【００２３】
　上記アルキル芳香族スルホン酸としては、具体的にはいわゆる石油スルホン酸や合成ス
ルホン酸等が挙げられる。ここでいう石油スルホン酸としては、一般に鉱油の潤滑油留分
のアルキル芳香族化合物をスルホン化したものやホワイトオイル製造時に副生する、いわ
ゆるマホガニー酸等が用いられる。また合成スルホン酸としては、例えば洗剤の原料とな
るアルキルベンゼン製造プラントから副生したり、ポリオレフィンをベンゼンにアルキル
化することにより得られる、直鎖状や分枝状のアルキル基を有するアルキルベンゼンをス
ルホン化したもの、あるいはジノニルナフタレン等のアルキルナフタレンをスルホン化し
たもの等が用いられる。またこれらアルキル芳香族化合物をスルホン化する際のスルホン
化剤としては特に制限はないが、通常、発煙硫酸や無水硫酸が用いられる。　
【００２４】
　過塩基性金属系清浄剤は、アルキルサリチル酸、アルキル芳香族スルホン酸等を、直接
、アルカリ金属またはアルカリ土類金属の酸化物や水酸化物等の金属塩基と反応させたり
、または一度ナトリウム塩やカリウム塩等のアルカリ金属塩としてからアルカリ土類金属
塩と置換させること等により得られる中性塩（正塩）に、更に、炭酸ガスまたはホウ酸若
しくはホウ酸塩の存在下でアルカリ金属またはアルカリ土類金属の水酸化物等の塩基と反
応させることにより得られる。
【００２５】
　本発明において用いる（Ａ）成分の金属系清浄剤の塩基価は、１００～５００ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇの範囲であることが必要であり、１００～４５０ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲であること
がより好ましく、１５０～３５０ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲であることが更に好ましい。金属
系清浄剤の塩基価が１００ｍｇＫＯＨ／ｇ未満の場合には、摺動面摩耗防止性が不十分と
なるおそれがあり、５００ｍｇＫＯＨ／ｇを超える場合には溶解性に問題を生ずるおそれ
がある。
　なお、ここでいう塩基価とは、ＪＩＳ　Ｋ２５０１「石油製品及び潤滑油－中和価試験
法」の７．に準拠して測定される過塩素酸法による塩基価を意味する。
【００２６】
　（Ａ）金属系清浄剤の金属比に特に制限はないが、下限は１.２以上、好ましくは２以
上、特に好ましくは２．５以上、上限は好ましくは２０以下、より好ましくは１５以下、
特に好ましくは１０以下のものを使用することが望ましい。
　なお、ここでいう金属比とは、（Ａ）金属系清浄剤における金属元素の価数×金属元素
含有量（モル％）／せっけん基含有量（モル％）で表され、金属元素とは、カルシウム、
マグネシウム等のアルカリ土類金属、せっけん基とはサリチル酸基、スルホン酸基、フェ
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【００２７】
　本発明の潤滑油組成物における（Ａ）金属系清浄剤の含有量は、組成物全量を基準とし
て、金属元素換算量で、０．３５質量％以下であることが必要であり、好ましくは０．２
５質量％以下、より好ましくは０．１５質量％以下である。また、金属系清浄剤の含有量
は、０．０３質量％以上であることが必要であり、好ましくは０．０４質量％以上、より
好ましくは０．０５質量％以上である。金属系清浄剤の含有量が０．０３質量％未満の場
合、十分な摺動面摩耗防止効果が得られないおそれがあり、金属系清浄剤の含有量が０．
３質量％を超える場合には、灰分増加により排気ガス後処理装置に悪影響を及ぼすおそれ
がある。
　また、本発明で用いる潤滑油組成物における（Ａ）金属系清浄剤の含有量は、添加剤と
しての金属系清浄剤の塩基価と添加剤中の固形分濃度によって異なるが、通常は組成物全
量基準で、０．５～１５質量％、好ましくは１～１２質量％、特に好ましくは１．５～１
０質量％である。
【００２８】
　本発明で用いる潤滑油組成物においては、（Ｂ）分散型粘度指数向上剤を必須成分とし
て含有する。
【００２９】
　本発明の潤滑油組成物において用いることのできる（Ｂ）分散型粘度指数向上剤は、分
散型ポリ（メタ）アクリレート、分散型エチレン－α－オレフィン共重合体またはその水
素化物、分散型スチレン－ジエン水素化共重合体等が挙げられるが、摺動面摩耗防止性に
優れる点から、分散型ポリ（メタ）アクリレートが特に好ましい。
　なお、エンジン油等の潤滑油に使用される、窒素系極性基による分散機能を持つアルケ
ニルコハク酸イミド等の無灰分散剤では、本発明の分散型粘度指数向上剤と同じ機能を発
揮することはできない。　　
【００３０】
　本発明で用いることのできる分散型ポリ（メタ）アクリレート系粘度指数向上剤（ここ
で言うポリ（メタ）アクリレート系とは、ポリアクリレート系化合物及びポリメタクリレ
ート系化合物を総称する意味である。）は、下記一般式（１）で表される（メタ）アクリ
レートモノマー（以下、モノマーＭ－１という。）１種以上と、一般式（２）および（３
）から選ばれる塩基性窒素原子を有するモノマー（以下、それぞれモノマーＭ－２および
モノマーＭ－３という。）１種以上を共重合させたポリマーである。
【００３１】
【化１】

［上記一般式（１）中、Ｒ１は水素又はメチル基を示し、Ｒ２は炭素数１～２００、好ま
しくは１～３０の直鎖状又は分枝状の炭化水素基を示す。］
【００３２】
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【化２】

［一般式（２）中、Ｒ３は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ４は炭素数１～１８のアルキ
レン基を示し、Ｅ１は窒素原子を１～２個、酸素原子を０～２個含有するアミン残基又は
複素環残基を示し、ａは０又は１を示す。］
【００３３】
【化３】

［一般式（３）中、Ｒ５は水素原子又はメチル基を示し、Ｅ２は窒素原子を１～２個、酸
素原子を０～２個含有するアミン残基又は複素環残基を示す。］
【００３４】
　Ｅ１およびＥ２で表される基としては、具体的には、ジメチルアミノ基、ジエチルアミ
ノ基、ジプロピルアミノ基、ジブチルアミノ基、アニリノ基、トルイジノ基、キシリジノ
基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、モルホリノ基、ピロリル基、ピロリノ基、
ピリジル基、メチルピリジル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、キノニル基、ピロリ
ドニル基、ピロリドノ基、イミダゾリノ基、およびピラジノ基等が例示できる。
【００３５】
　モノマーＭ－１としては、具体的には、アクリル酸、メタクリル酸、メチルアクリレー
ト、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、プロピルアク
リレート、プロピルメタクリレート、ブチルアクリレート、ブチルメタクリレート、ヘキ
シルアクリレート、ヘキシルメタクリレート、オクチルアクリレート、オクチルメタクリ
レート、デシルアクリレート、デシルメタクリレート、ドデシルアクリレート、ドデシル
メタクリレート、テトラデシルアクリレート、テトラデシルメタクリレート、ヘキサデシ
ルアクリレート、ヘキサデシルメタクリレート、オクタデシルアクリレート、オクタデシ
ルメタクリレート、アイコシルアクリレート、アイコシルメタクリレート、ドコシルアク
リレート、ドコシルメタクリレート、テトラコシルアクリレート、テトラコシルメタクリ
レート、などが例示できる。
　モノマーＭ－２、モノマーＭ－３の好ましい例としては、具体的には、ジメチルアミノ
メチルメタクリレート、ジエチルアミノメチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメ
タクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレート、２－メチル－５－ビニルピリジン
、モルホリノメチルメタクリレート、モルホリノエチルメタクリレート、Ｎ－ビニルピロ
リドン及びこれらの混合物等が例示できる。
【００３６】
　モノマーＭ－１とモノマーＭ－２～Ｍ－３との共重合体の共重合モル比については特に
制限はないが、Ｍ－１：Ｍ－２／Ｍ－３＝９９：１～８０：２０程度が好ましく、より好
ましくは９８：２～８５：１５、さらに好ましくは９５：５～９０：１０である。
【００３７】
　上記ポリ（メタ）アクリレートの製造法は任意であるが、例えば、ベンゾイルパーオキ
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シド等の重合開始剤の存在下で、モノマーＭ－１と、モノマーＭ－２および／またはモノ
マーＭ－３の混合物をラジカル溶液重合させることにより容易に得ることができる。　
【００３８】
　本発明の潤滑油組成物においては、（Ｂ）分散型粘度指数向上剤として、前記した分散
型ポリ（メタ）アクリレートのほか、分散型エチレン－α－オレフィン共重合体またはそ
の水素化物、分散型スチレン－ジエン水素化共重合体等を用いることができる。
【００３９】
　上記分散型粘度指数向上剤のＰＳＳＩ（パーマネントシアスタビリティインデックス）
は４０以下であることが好ましく、より好ましくは３５以下であり、さらに好ましくは３
０以下であり、特に好ましくは２５以下である。また、０．１以上であることが好ましく
、より好ましくは０．５以上であり、さらに好ましくは２以上であり、特に好ましくは５
以上である。ＰＳＳＩが０．１未満の場合には粘度指数向上効果が小さくコストが上昇す
るおそれがあり、ＰＳＳＩが４０を超える場合にはせん断安定性や貯蔵安定性が悪くなる
おそれがある。
【００４０】
　上記分散型粘度指数向上剤の重量平均分子量（ＭＷ）は５，０００以上であることが必
要であり、好ましくは１０，０００以上であり、より好ましくは２０，０００以上であり
、特に好ましくは３０，０００以上である。また、ＭＷは１，０００，０００以下である
ことが必要であり、好ましくは８００，０００以下であり、より好ましくは６００，００
０以下であり、特に好ましくは５００，０００以下である。重量平均分子量が５，０００
未満の場合には分散性付与基の量が少ないため十分な摺動面摩耗防止効果が得られないお
それがあり、重量平均分子量が１，０００，０００を超える場合にはせん断安定性や基油
への溶解性、貯蔵安定性が悪くなるおそれがある。
【００４１】
　本発明の潤滑油組成物における上記の分散型粘度指数向上剤の含有量は、組成物全量基
準において、窒素含有量換算で０．００２質量％以上０．１質量％以下であることが必要
であり、好ましくは０．００３質量％以上、より好ましくは０．００５質量％以上、さら
に好ましくは０．００７質量％以上、特に好ましくは０．０１質量％以上であり、好まし
くは０．０７質量％以下、より好ましくは０．０５質量％以下、さらに好ましくは０．０
３質量％以下、特に好ましくは０．０２質量％以下である。上記分散型粘度指数向上剤の
含有量が窒素含有量換算で０．００２質量％より少なくなると、粘度指数向上効果が小さ
くなり、また、十分な摺動面摩耗防止効果が得られないおそれがある。また、含有量が窒
素含有量換算で０．１質量％より多くなると、製品コストが大幅に上昇するとともに、不
必要に粘度が上昇し、特に低温時オイルの供給不足による潤滑不良発生の可能性がある。
分子量を低下させ粘度上昇を抑えることも可能であるが、さらに製品コストが上昇するこ
とになる。
【００４２】
　また、本発明の潤滑油組成物には、必要に応じて各種添加剤を含有することができる。
かかる添加剤としては、特に制限されず、潤滑油の分野で従来使用される任意の添加剤を
配合することができる。かかる潤滑油添加剤としては、具体的には、前記した金属系清浄
剤以外の金属系清浄剤、無灰分散剤、酸化防止剤、極圧剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、前
記した粘度指数向上剤以外の粘度指数向上剤、流動点降下剤、腐食防止剤、防錆剤、抗乳
化剤、金属不活性化剤、消泡剤などが挙げられる。これらの添加剤は、１種を単独で用い
てもよく、また２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４３】
　前記した金属系清浄剤以外の金属系清浄剤としては、アルキルフェノール、アルキルフ
ェノールサルファイド、アルキルフェノールのマンニッヒ反応物から得られるアルカリ金
属またはアルカリ土類金属フェネートまたはその過塩基性塩、アルカリ金属又はアルカリ
土類金属カルボキシレートまたはその過塩基性塩、およびアルカリ金属又はアルカリ土類
金属ホスホネートまたはその過塩基性塩等を挙げることができる。
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【００４４】
　更に、前記した金属系清浄剤以外の金属系清浄剤としては、アルキル芳香族スルホン酸
、アルキルサリチル酸等を、直接、アルカリ金属又はアルカリ土類金属の酸化物や水酸化
物等の金属塩基と反応させたり、または一度ナトリウム塩やカリウム塩等のアルカリ金属
塩としてからアルカリ土類金属塩と置換させること等により得られる中性塩（正塩）、お
よびこれら中性塩（正塩）と過剰のアルカリ金属又はアルカリ土類金属塩やアルカリ金属
又はアルカリ土類金属塩基（アルカリ金属又はアルカリ土類金属の水酸化物や酸化物）を
水の存在下で加熱することにより得られる塩基性塩を挙げることができる。
【００４５】
　無灰分散剤としては、潤滑油に用いられる任意の無灰分散剤が使用でき、例えば、炭素
数４０～４００の直鎖若しくは分枝状のアルキル基又はアルケニル基を分子中に少なくと
も１個有するモノまたはビスコハク酸イミド、炭素数４０～４００のアルキル基又はアル
ケニル基を分子中に少なくとも１個有するベンジルアミン、あるいは炭素数４０～４００
のアルキル基又はアルケニル基を分子中に少なくとも１個有するポリアミン、あるいはこ
れらのホウ素化合物、カルボン酸、リン酸等による変成品等が挙げられる。使用に際して
はこれらの中から任意に選ばれる１種類あるいは２種類以上を配合することができる。
　無灰分散剤を含有させる場合、その含有量は、通常潤滑油組成物全量基準で、０．０１
～２０質量％である。
【００４６】
　酸化防止剤としては、４，４’－メチレンビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノ
ール）等のフェノール系、ジアルキルジフェニルアミン等のアミン系無灰酸化防止剤、銅
系、モリブデン系等の金属系酸化防止剤が挙げられる。酸化防止剤を含有させる場合、そ
の含有量は、通常潤滑油組成物全量基準で５．０質量％以下である。
【００４７】
　摩擦調整剤としては、二硫化モリブデン、モリブデンジチオカーバメート、モリブデン
ジチオホスフェート等のモリブデン系摩擦調整剤、炭素数６～３０のアルキル基またはア
ルケニル基、特に炭素数６～３０の直鎖アルキル基または直鎖アルケニル基を分子中に少
なくとも１個有する、アミン化合物、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、脂肪酸、脂肪族ア
ルコール、脂肪族エーテル、ヒドラジド（オレイルヒドラジド等）、セミカルバジド、ウ
レア、ウレイド、ビウレット等の無灰摩擦調整剤等が挙げられる。摩擦調整剤を含有させ
る場合、その含有量は、通常０．１～５質量％である。
【００４８】
　極圧剤・摩耗防止剤としては、硫黄系、リン系、硫黄－リン系の化合物、具体的には、
亜リン酸エステル類、チオ亜リン酸エステル類、ジチオ亜リン酸エステル類、トリチオ亜
リン酸エステル類、リン酸エステル類、チオリン酸エステル類、ジチオリン酸エステル類
、トリチオリン酸エステル類、これらのアミン塩、これらの金属塩、これらの誘導体、ジ
チオカーバメート、亜鉛ジチオカーバメート、モリブデンジチオカーバメート、ジサルフ
ァイド類、ポリサルファイド類、硫化オレフィン類、硫化油脂類等が挙げられる。極圧剤
・摩耗防止剤を含有させる場合、その含有量は、通常０．００５～５質量％である。
【００４９】
　前記した粘度指数向上剤以外の粘度指数向上剤としては、非分散型の粘度指数向上剤、
具体的には、一般式（１）で表される（メタ）アクリレートモノマー１種以上の共重合体
、非分散型エチレン－プロピレン共重合体またはその水素化物、非分散型スチレン－ジエ
ン共重合体またはその水素化物、ポリイソブチレン若しくはその水素化物、スチレン－無
水マレイン酸エステル共重合体及びポリアルキルスチレン等を挙げることができる。
【００５０】
　流動点降下剤としては、例えば、使用する潤滑油基油に適合するポリメタクリレート系
のポリマー等を挙げることができる。
　腐食防止剤としては、例えば、ベンゾトリアゾール系、トリルトリアゾール系、チアジ
アゾール系、又はイミダゾール系化合物等が挙げられる。
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　防錆剤としては、例えば、石油スルホネート、アルキルベンゼンスルホネート、ジノニ
ルナフタレンスルホネート、アルケニルコハク酸エステル、又は多価アルコールエステル
等が挙げられる。
　抗乳化剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレ
ンアルキルフェニルエーテル、又はポリオキシエチレンアルキルナフチルエーテル等のポ
リアルキレングリコール系非イオン系界面活性剤等が挙げられる。
　金属不活性化剤としては、例えば、イミダゾリン、ピリミジン誘導体、アルキルチアジ
アゾール、メルカプトベンゾチアゾール、ベンゾトリアゾール又はその誘導体、１，３，
４－チアジアゾールポリスルフィド、１，３，４－チアジアゾリル－２，５－ビスジアル
キルジチオカーバメート、２－（アルキルジチオ）ベンゾイミダゾール、又はβ－（ｏ－
カルボキシベンジルチオ）プロピオンニトリル等が挙げられる。
　消泡剤としては、例えば、２５℃における動粘度が０．１～１００ｍｍ２／ｓ未満のシ
リコーンオイル、アルケニルコハク酸誘導体、ポリヒドロキシ脂肪族アルコールと長鎖脂
肪酸のエステル、メチルサリチレートとｏ－ヒドロキシベンジルアルコール等が挙げられ
る。
【００５１】
　これらの添加剤を本発明の潤滑油組成物に含有させる場合には、その含有量は潤滑油組
成物全量基準で、流動点降下剤、腐食防止剤、防錆剤、抗乳化剤ではそれぞれ０．００５
～５質量％、金属不活性化剤では０．００５～１質量％、消泡剤では０．０００５～１質
量％の範囲で通常選ばれる。
【００５２】
　本発明の潤滑油組成物の１００℃における動粘度は、２．０～２５．０ｍｍ２／ｓであ
ることが好ましく、より好ましくは３．０～１１．０ｍｍ２／ｓ、更に好ましくは４．０
～１０．０ｍｍ２／ｓである。１００℃における動粘度が２．０ｍｍ２／ｓを下回る場合
には潤滑不良のおそれがあり、２５．０ｍｍ２／ｓを超える場合には低温時の流動性に問
題が発生するおそれがある。
【００５３】
　本発明においては、上記潤滑油組成物を摺動面に用いることにより、低リン低硫黄であ
るにもかかわらず、摺動面の摩耗を効果的に低減することができる。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例及び比較例に基づき本発明を更に具体的に説明するが、本発明は以下の実
施例に何ら限定されるものではない。
【００５５】
［実施例］
（実施例１～１６、比較例１～１７）
　実施例１～１６及び比較例１～１７においては、鉱油系基油を用い、表１および表２に
示すように、各種過塩基性金属系清浄剤および分散型粘度指数向上剤を添加した組成物を
調製した。これらの組成物につき、下記ＴＥ７７摩擦・摩耗試験により、摩耗防止性を評
価した。結果を同じく表１および表２に示した。
【００５６】
（往復動摩擦・摩耗試験機ＴＥ７７を用いた摩耗試験）
　下記に示す試験条件下で、摩擦面での接触電気抵抗を測定することにより、摩擦面の不
導体皮膜の形成速度を評価した。この不導体皮膜の形成速度が、必要な添加剤がすべて添
加された、完成されたエンジン油の耐摩耗性と相関することが知られている（“Additive
 Interactions in Engine Oils”, Proceedings of World Tribology Congress 2009 Kyo
to, Japan, September 6 - 11, 2009）。
【００５７】
＜評価条件＞
　試験機：Ｐｌｉｎｔ社製ＴＥ７７往復動摩擦試験機
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　試験片：ＴＥ７７標準試験片
　プレート：１４７５２Ｂ（ＨＲＣ硬度６０－６３）
　シリンダー：直径６ｍｍ、長さ１６ｍｍ（ＨＲＣ硬度５９-６５）
　試験加重：１００Ｎ
　ストローク：１５ｍｍ
　周期：２０Ｈｚ
　油温：１００℃
　試験時間：２０００ｓ
【００５８】
　なお耐摩耗性、すなわち皮膜形成速度は表面の導電性が４０％以下となるまでの時間で
評価した。導電性が０％、すなわち完全に不導体膜となる時間は、導電性が４０％以下と
なる時間が短いほど短く、長いほど長くなる。ただし、長くなるほど導電性の変動が大き
く、中には完全に不導体膜を形成しないものがあるため、皮膜形成速度を導電性が４０％
以下となる時間で定義した。
　ちなみにこの試験条件で、エンジン油で一般に使用される摩耗防止剤ジアルキルジチオ
リン酸亜鉛（例えば、ｓｅｃ－ブチルＺｎＤＴＰ）のみを０．０６質量％（リン換算）添
加した組成物の皮膜形成時間は１４０ｓである。
【００５９】
　表１および表２から、過塩基性金属清浄剤および分散型粘度指数向上剤を併用した場合
（実施例１～５、７～１６）には優れた摩耗防止効果を示すが、過塩基性金属清浄剤単独
で用いた場合（比較例１、４、５）および分散型粘度指数向上剤を単独で用いた場合（比
較例２、８～１１）には良好な結果は得られない。同じ分散型粘度指数向上剤の中では、
分散型ポリメタクリレートのほうが、分散型エチレン－プロピレン共重合体より良好な結
果を与える（実施例１と実施例６の比較）。また、過塩基性金属系清浄剤の含有量が０．
０３％（金属換算）を下回った場合（比較例３、１７）あるいは分散型粘度指数向上剤含
有量（窒素含有量換算）が０．００２％を下回った場合（比較例１６）も良好な結果が得
られない。過塩基性金属系清浄剤でもフェネートを使用した場合（比較例６、７）、粘度
指数向上剤でも非分散型粘度指数向上剤を用いた場合（比較例１２、１４）には、やはり
良好な結果が得られない。また、窒素含有化合物であっても、分散型粘度指数向上剤の代
わりにアルケニルコハク酸イミドを用いた場合（参考例２）にはやはり良好な結果が得ら
れない。
【００６０】
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【表１】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
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【００６１】
　本発明の潤滑油組成物を用いて摺動面を潤滑した場合には、摩耗防止性を維持しながら
、低リン低硫黄化が可能となるため、二輪車、四輪車、発電用、舶用等のガソリンエンジ
ン、ディーゼルエンジン、ガスエンジン等の内燃機関用潤滑油として好ましく使用するこ
とができる。またその他摩耗防止性能及びロングドレイン性能が要求される潤滑油、例え
ば自動または手動変速機等の駆動系用潤滑油、湿式ブレーキ、油圧作動油、タービン油、
圧縮機油、軸受け油、冷凍機油等の潤滑油としても好適に使用することができる。
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